
持
続
可
能
な
未
来
に
向
け
た
、

新
た
な
総
合
計
画
の
策
定
へ

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
社
会
情
勢
の
変

化
や
多
様
化
す
る
ニ
ー
ズ
に
的
確
に

対
応
し
、
将
来
に
わ
た
り
持
続
可
能
な

市
政
運
営
を
行
う
た
め
、
令
和
17
年
度

を
目
標
年
次
と
す
る
新
た
な
ま
ち
づ

く
り
指
針
と
な
る
次
期
総
合
計
画
を

策
定
し
ま
す
。

総
合
計
画
の
構
成

策
定
の
基
本
的
な
考
え
方

次
の
考
え
方
を
軸
に
策
定
を
進
め
ま
す
。

①　

市
民
参
画

②　

分
か
り
や
す
さ

③　

戦
略
性
と
適
応
性

④　

実
効
性

⑤　

個
別
計
画
と
の
整
合
・
一
本
化

市
民
参
画
の
取
り
組
み

令
和
６
年
度

①　

タ
ー
ゲ
ッ
ト
別
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

�
（
８
月
～
９
月
）

②　

事
業
者
・
関
係
者
ヒ
ア
リ
ン
グ

�

（
７
月
～
８
月
）

③　

地
域
会
議

�

（
佐
伯
・
吉
和
・
宮
島�

８
月
～
９
月
）

④　

小
中
学
生
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

�

（
９
月
）

⑤　

若
者
子
ど
も
夢
会
議

�

（
９
月
～
10
月
に
全
３
回
）

令
和
７
年
度

⑥　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

�

（
７
月
と
11
月
の
２
回
）

議
員
全
員
協
議
会
全
議
員
に
重
要
な
取
り
組
み
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た

策
定
体
制

計
画
期
間

令
和
８
か
ら
12
年
度
ま
で
を
前
期
計
画
、

令
和
13
か
ら
17
年
度
ま
で
を
後
期
計
画

と
す
る
10
年
間

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

７
月
に
基
本
構
想
、
11
月
に

基
本
計
画
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
を
実
施
し
、
12
月
定

例
議
会
の
基
本
構
想
提
案
で

議
決
す
る
予
定
。

主
な
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ	 �

こ
れ
ま
で
も
、
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
の
市

民
意
見
が
出
に
く
い
。

�
�

し
っ
か
り
意
見
が
返
る

よ
う
方
策
を
考
え
て
い

る
か
。

Ａ	 �

５
地
域
で
し
っ
か
り
説

明
を
し
、
周
知
を
し
た

後
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
実
施
し
た
い
。

次
期
廿
日
市
市
総
合
計
画
の
策
定
方
針
に
つ
い
て

基本理念
将来像

基本構想
総合的かつ計画的な行政の運営
を図るためのまちづくりの基本
理念、将来像等の基本的な構想

施策

基本計画
基本構想に即して
策定し、その実現
に向けた施策の方
針を示した計画

５　策定体制

5

市民の意見を踏まえ、庁内会議で検討を行い、総合計画審議会による審議、市議会への説明を行いながら、丁寧に策定を進める。

議案・説明

議決・意見

市　　　長

策定班

策定に関する事務を行う

　

分野別ワーキンググループ

行政経営ワーキンググループ

策　定　委　員　会

重要事項を審議する
幹事課長、支所長で構成

策　定　本　部

策定に関する業務を総括
副市長、教育長、消防長、
各部長で構成

行政

※若手職員の積極的な参画

総合計画審議会

諮問に応じ、調査及び審議を行う
学識経験者、関係行政機関、関係団体等で構成

　　※廿日市市総合計画審議会条例

市民

① ターゲット別アンケート調査
② 事業者・関係者ヒアリング※インタビュー調査
③ 地域会議
④ 小中学生アンケート調査
⑤ 若者子ども夢会議
⑥ パブリックコメント

市議会

基本構想及び基本計画(施策方針に限る。)の議決

　　※廿日市市総合計画の策定手続に関する条例第４条

諮問

答申

子ども・若者の参画

市民の意見を踏まえ、庁内会議で検討を行い、総合計画審議会による審議、市議会への説明を行いながら、丁寧に策定を進める。

５　策定体制

5

市民の意見を踏まえ、庁内会議で検討を行い、総合計画審議会による審議、市議会への説明を行いながら、丁寧に策定を進める。

議案・説明

議決・意見

市　　　長

策定班

策定に関する事務を行う

　

分野別ワーキンググループ

行政経営ワーキンググループ

策　定　委　員　会

重要事項を審議する
幹事課長、支所長で構成

策　定　本　部

策定に関する業務を総括
副市長、教育長、消防長、
各部長で構成

行政

※若手職員の積極的な参画

総合計画審議会

諮問に応じ、調査及び審議を行う
学識経験者、関係行政機関、関係団体等で構成

　　※廿日市市総合計画審議会条例

市民

① ターゲット別アンケート調査
② 事業者・関係者ヒアリング※インタビュー調査
③ 地域会議
④ 小中学生アンケート調査
⑤ 若者子ども夢会議
⑥ パブリックコメント

市議会

基本構想及び基本計画(施策方針に限る。)の議決

　　※廿日市市総合計画の策定手続に関する条例第４条

諮問

答申

子ども・若者の参画

市民の意見を踏まえ、庁内会議で検討を行い、総合計画審議会による審議、市議会への説明を行いながら、丁寧に策定を進める。

※
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

行
政
が
政
策
や
計
画
な
ど
を
策
定

す
る
際
、
案
や
関
連
資
料
を
公
表

し
て
市
民
意
見
を
募
集
し
、
そ
の

意
見
を
考
慮
し
て
意
思
決
定
な
ど

を
行
う
制
度
。
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